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東北地方における医学部設置に係る構想審査会「選定に
当たっての条件」の検証結果（平成27年3月17日）

平成27年3月17日
東北地方における医学部設置に係る構想審査会

　　本審査会においては、構想審査の結果、「東北医科薬科大学」（応募主体：学校法

人東北薬科大学）の構想を選定することが適切と判断したが、その際、「東北地方に

おける医学部設置認可に関する基本方針」（平成25年12月17日復興庁・文部科学省・

厚生労働省決定）に掲げる留意点に、より適切に対応していることを明確にするため、

7つの条件を着実に実施することを選定に当たっての条件とした。

　　今回、東北薬科大学における7つの条件への対応状況について、本審査会として

確認を行った結果を報告する。

一、確認結果

　　本審査会としては、確認の結果、東北医科薬科大学医学部教育運営協議会から

の報告も踏まえ、東北薬科大学が本審査会から示した7つの条件について、一定の取

組がなされたものと判断する。

　　ただし、以下の事項については、基本方針に掲げる留意点を踏まえ、適切に対応さ

れることが必要であり、本審査会において引き続き対応を確認しつつ、並行して設置

認可申請を行って差し支えないものとする。

二、今後の対応が必要な事項

　　東北薬科大学においては、東日本大震災からの復興に資する医学部を新設すると

いう使命を十分に踏まえ、東北の復興に目途が立つまで、以下の事項に適切に取り

組むことが必要である。

（1） 　東北6県全体の医師偏在の解消のため、教育運営協議会の活用等により、前向

きな姿勢で、既存の医学部や県当局等と密接に連携協力し、各県の実状を踏まえた

医師偏在の解消方策を講ずること。

（2） 　既存の医学部や県当局等と連携し、開学後早い時期までに各県に地域サテライ

トを整備し、ネットワーク病院を活用することなどにより、地域医療への理解を深める

教育を充実し続けること。また、初年次から十分な時間をかけて、地域立脚型のカリキ

ュラムを構築するとともに、開学前から教員に新設医学部の目的、特徴を共有し、目

指す教育の方向性を統一する努力を行うことにより、卒業生の地域定着を促すこと。

（3） 　教員や医師、看護師等の確保について、採用地域や採用機関等のバランスに
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十分配慮しつつ、地域医療に支障を来さないよう、引き続き適切に対応すること。その

際、問題があると懸念される事例が生じた場合には速やかに関係機関と連携を図り、

広く全国に積極的に人材を求め対応を行うこと。

（4） 　修学資金制度について、他の事例の研究を行い、宮城県をはじめとする東北各

県と十分な調整を行い、奨学金を受ける学生にとっても魅力がある制度としつつ、持

続可能かつ地域偏在の解消に資する制度とすること。また、奨学金を受けない学生も

含め、卒後研修について各県との連携を深め、卒業生が東北地方に定着し、医師偏

在の解消に寄与するための適切な方策を講ずること。

（5） 　将来の医師需給等に対応して定員調整の要請があった場合には適切に対応す

ること。

（6） 　教育運営協議会を開学までの間も継続して開催し、議論が十分に尽くされてい

ない点について検討を行うこと。開学後も東北医科薬科大学が使命を十分に果たして

いるかについて確認しつつ、新たに生じる課題も共有して議論を行えるよう、協議を行

う場として毎年開催すること。

三、その他

　　今回、東北薬科大学においては、本審査会から示した条件を踏まえ、宮城県をは

じめとする東北地方の各地方公共団体、各大学、関係団体等の協力を得て、教育運

営協議会を立ち上げた。このような形で、東北地方の関係者が一堂に集まって、医師

養成や地域定着策など、地域医療に関しての議論を行う場が設けられたことは非常に

画期的であり、精力的に議論を重ねられている教育運営協議会の委員各位に深く敬

意を表する。

　　東北薬科大学には、こうした枠組みを効果的に活用し、構想に掲げられた理想の

実現のため、不断の努力を求めるとともに、東北地方の各地方公共団体、各大学、関

係団体等においては、東北薬科大学と可能な限り相互に協力し、東北地方の震災か

らの復興、将来に向けた地域医療の振興のために、心を一つにして向かっていくこと

を期待する。

以上
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